[bookmark: _GoBack]〇〇自治会（〇〇地域）防犯カメラ管理運用規定

阿南市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第７条２項第７号に定める管理運用規定については、以下のとおりとする。


ア（設置の目的と目的外利用の禁止）
この規定は「〇〇自治会」が設置する防犯カメラについて、周辺地域の安全確保及び犯罪防止目的と平行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。また、当該目的以外の利用を禁止する。

イ（設置場所・撮影範囲及び設置台数）
　１　防犯カメラシステムの設置場所及び撮影範囲は、以下のとおり別図により表示する。

（１）防犯カメラ　○台
①　阿南市○○町99番99号方北側（撮影範囲：別図のとおり）
②　阿南市○○町99番99号方西側（撮影範囲：別図のとおり）

（２）録画装置一式
阿南市○○町99番99号方　○○○内（事務室、保管庫等具体的に記載）
（※カメラと録画装置等の場所が同じ場合は、「同上」との記載でも可）
２　設置場所について、その設置場所が該当する地域の町会や商店組合等団体や住民の同意を
得ることとする。

ウ（防犯カメラを設置している旨の表示の方法）
防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」「設置団体名」を記載したプレート等
を設置する。

エ（管理責任者・操作取扱者の指定とその責務）
　（１）設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取り扱い
を行う担当者を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取り扱いを禁止する。
（２）管理責任者が、必要があると判断する場合には、街頭防犯カメラの操作及び画像の取り
扱いを行う担当者（以下「取扱者」という。）を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者
による操作及び取り扱いを禁止する。
（３）録画装置の設置場所については、管理責任者の許可を得た者以外の立入りを禁止する等
の措置を講じ、画像データの外部漏洩を防止する。

オ・ケ（設置者等の責務・保守点検等）
　　電気代・修理費・保守点検費などの維持管理にかかる費用、カメラ廃止時の解体・撤去にかか
る費用は設置者（交付申請者）が負担するものとする。

カ（撮影された画像等の適正な管理）
（１）画像は撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
（２）撮影された画像の保管期間は、最低7日間とし、最終的に廃棄又は復元できない状態にする。
（３）画像データの取り扱いについては、管理責任者及び取扱者が厳重な管理のもと行い、外部漏洩を
防止する。

キ・ク（撮影された画像等の提供の制限及び秘密の保持）
（１）記録された画像は設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、知り得た情報は外部に漏らさない。
（２）画像データは、次のいずれかの場合を除き、第三者に提供しない。
①　法令に基づく請求があった場合
②　捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合（文書による照会を原則とする）
③　人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない場合
④　画像から識別される本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
（３）防犯カメラの保守管理を業者に委託する場合、当該保守業者は、秘密保持についての誓約書を管理責任者に提出するものとする。

コ（問い合わせ・苦情等への対応）
　　管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合、遅滞なく適切に
処理する。


附則
この規定は、令和8年　　月　　日から施行する。
